
２ 最近の再販売価格の拘束事件 

件 名 

措置年月日 
内 容 

平成２４年（措）第７号 

アディダスジャパン㈱に対

する件 

平成２４年３月２日 

イージートーンの販売に関し，遅くとも平成２２年３月

下旬以降，自ら又は取引先卸売業者を通じて，小売業者に 

① イージートーンのうち平成２２年１０月以前に発売し

たモデルを，アディダスジャパンの定めた値引き限度価

格以上の価格で 

② イージートーンのうち平成２２年１１月以降に発売し

たモデルを，アディダスジャパンの定めた本体価格どお

りの価格で 

それぞれ販売するよう要請し，要請に従わない場合にはイ

ージートーンの出荷停止等を行う旨示唆するとともに，そ

れでも要請に反する価格での販売を継続する小売業者に対

しては，イージートーンの出荷を停止する，在庫を返品さ

せるなどすることにより，値引き限度価格以上の価格で又

は本体価格を維持して販売するようにさせていた。 

平成２０年（措）第１４号 

ハマナカ㈱に対する件 

平成２０年６月２３日

ハマナカ毛糸の販売に関し， 

① 値引き限度価格を定め，小売業者に対し，値引き限度

価格以上の価格で販売するよう要請するとともに，卸売

業者をして，当該卸売業者がハマナカ毛糸を販売してい

る小売業者に対し，値引き限度価格以上の価格で販売す

るよう要請させ，小売業者が当該要請に応じない場合に

は，当該小売業者又は当該小売業者の取引先卸売業者に

対するハマナカ毛糸の出荷を停止するなどする 

② インターネットを利用した方法により販売する場合に

おいても，値引き限度価格以上の価格で販売させること

とし，小売業者に対し，値引き限度価格以上の価格で販

売するよう要請するとともに，卸売業者をして，当該卸

売業者がハマナカ毛糸を販売している小売業者に対し，

値引き限度価格以上の価格で販売するよう要請させる 

ことにより，値引き限度価格以上の価格で販売するように

させていた。 

平成１８年（措）第４号 

日産化学工業㈱に対する件 

平成１８年５月２２日 

ラウンドアップハイロード３品目の販売に関し，自ら又

は取引先卸売業者を通じて，ホームセンターに対し 

① 要請に応じないときは出荷を停止することを示唆し

て，同社が定めた希望小売価格で販売するよう要請し，

この要請に応じないホームセンターに対し，自ら又は取

引先卸売業者を通じて，出荷を停止又はその数量を制限

すること 

② 新規に「ラウンドアップハイロード」の商標を付した

５リットル入りボトル又は５００ミリリットル入りボト

ル３本パックを供給するに当たり，希望小売価格で販売

することを取引の条件として提示し，これを受け入れた

ホームセンターに対し当該除草剤を供給すること 

により，希望小売価格で販売するようにさせていた。 



 
 

３ 参照条文 

 

○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（抄） 

      （昭和二十二年法律第五十四号） 

〔定義〕 

第二条 （略） 

②～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為を

いう。 

一～三 （略） 

四 自己の供給する商品を購入する相手方に，正当な理由がないのに，次のいずれかに

掲げる拘束の条件を付けて，当該商品を供給すること。 

 イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることそ

の他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。 

 ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手

方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該

商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。 

五・六 （略） 

 

〔不公正な取引方法の禁止〕 

第十九条 事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。 

 

〔排除措置〕 

第七条 （略） 

② 公正取引委員会は，第三条〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕又は前条の規定に

違反する行為が既になくなつている場合においても，特に必要があると認めるときは，

第八章第二節〔手続〕に規定する手続に従い，次に掲げる者に対し，当該行為が既にな

くなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措

置を命ずることができる。ただし，当該行為がなくなつた日から五年を経過したときは，

この限りでない。 

 一 当該行為をした事業者 

 二～四 （略） 

 

第二十条 （略） 

② 第七条第二項の規定は，前条の規定に違反する行為に準用する。 

 


